
 

四日市市告示第３９３号 

四日市市生食用食肉の取扱指導要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

令和３年５月３１日 

                    四日市市長   森  智広 

四日市市生食用食肉の取扱指導要綱の一部を改正する要綱 

 四日市市生食用食肉の取扱指導要綱（平成２４年四日市市告示第３９６号）の一部

を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生食用食肉の加工

又は調理を行う営業施設における生食

用食肉の取扱いについて、食品衛生法

（昭和２２年法律第２３３号。以下

「法」という。）、法第１３条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定めた

食品、添加物等の規格基準（昭和３４

年厚生省告示第３７０号。以下「規格

基準」という。）、三重県食品衛生法

施行条例（平成１２年三重県条例第８

号。以下「県条例」という。）及び四

日市市食品衛生法施行細則（平成２０

年３月３１日規則第３７号。以下「細

則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条  この要綱において「生食用食肉

取扱者」とは、次の各号のいずれかに

該当する者をいう。 

(1) 法第４８条第６項第１号から第３

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生食用食肉の加工

又は調理を行う営業施設における生食

用食肉の取扱いについて、食品衛生法

（昭和２２年法律第２３３号。以下

「法」という。）、法第１１条第１項

の規定に基づき厚生労働大臣が定めた

食品、添加物等の規格基準（昭和３４

年厚生省告示第３７０号。以下「規格

基準」という。）及び食品衛生の措置

基準等に関する条例（平成１２年三重

県条例第８号。以下「県条例」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「生食用食肉

取扱者」とは、次の各号のいずれかに

該当する者をいう。 

(1) 法第４８条第６項第１号から第３



 

号までのいずれかに該当する者 

(2) 法第４８条第６項第４号に該当す

る者のうち食品衛生法施行令（昭和

２８年政令第２２９号）第３５条第

１３号に規定する食肉製品製 造業

（法第４８条第７項に規定する製造

業に限る。）に従事する者 

(3) 都道府県知事又は保健所を設置す

る市の市長又は特別区の区長が生食

用食肉を取り扱う者として適切と認

める者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  この要綱において「営業者」とは、

食品衛生法施行令第３５条第１号の飲

食店営業、同条第３号の食肉販売業、

同条第９号の食肉処理業、同条第２６

号の複合型そうざい製造業又は同条第

２８号の複合型冷凍食品製造業を営も

うとする者又は現に営む者をいう。 

３  前２項に規定するもののほか、この

要綱において使用する用語は、法、規

格基準、県条例及び細則において使用

号までのいずれかに該当する者 

(2) 法第４８条第６項第４号に該当す

る者のうち食品衛生法施行令（昭和

２８年政令第２２９号）第３５条第

１３号に規定する食肉製品製造業

（法第４８条第７項に規定する製造

業に限る。）に従事する者 

(3) 本市が開催する認定生食用食肉取

扱者講習会を修了した者 

 

 

(4) 都道府県知事又は地域保健法（昭

和２２年法律第１０１号）第５条第

１項の規定に基づく政令で定める市

及び特別区の長が指定した講習会を

修了した者で、市長が生食用食肉を

取り扱う者として適切と認める者 

(5) 生食用食肉の調理のみを行う営業

施設の食品衛生責任者で、市長が生

食用食肉を取り扱う者として適切と

認める者 

２ この要綱において「営業者」とは、

食品衛生法施行令第３５条第１号の飲

食店営業、同条第１１号の食肉処理業

又は同条第１２号の食肉販売業を営も

うとする者又は現に営む者をいう。 

 

 

３ 前２項に規定するもののほか、この

要綱において使用する用語は、法、規

格基準及び県条例において使用する用



 

する用語の例による。 

 

（生食用食肉を取り扱う者として適切

と認める者） 

第３条  前条第１項第３号に規定する生

食用食肉を取り扱う者として、市長が

適切と認める者は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 本市が開催する認定生食用食肉取

扱者講習会を修了した者 

 

(2) 都道府県知事又は地域保健法（昭

和２２年法律第１０１号）第５条第

１項の規定に基づく政令で定める市

及び特別区の長が指定した講習会を

修了した者で、市長が生食用食肉を

取り扱う者として適切と認める者 

(3) 生食用食肉の調理のみを行う営業

施設の食品衛生責任者で、市長が生

食用食肉を取り扱う者として適切と

認める者 

 

 

 

語の例による。 

 

（届出） 

 

第３条 生食用食肉を加工し又は調理し

ようとする営業者は、法第５１条に規

定する営業施設ごとに、次に掲げる事

項を、生食用食肉取扱施設届出書（第

１号様式。以下「届出書」という。）に

より、保健所長に届け出なければなら

ない。この場合において、生食用食肉

の調理のみを行う営業施設にあって

は、次条第２号に掲げる事項を遵守し

ていることを証する書面を、届出書に

添付しなければならない。 

(1) 届出者の氏名及び住所（法人にあ

っては、名称、代表者の氏名及び主

たる事務所の所在地） 

(2) 営業の種類及び許可番号 

 

 

 

 

 

(3) 営業施設の名称及び所在地 

 

 

 

(4) 加工又は調理の区分 

(5) 生食用食肉取扱者の氏名 

(6) 規格基準に定める生食用食肉の加



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（認定生食用食肉取扱者講習会） 

第５条  第３条第１号に規定する本市が

開催する認定生食用食肉取扱者講習会

については、市長が別に定める。 

熱殺菌の方法 

(7) 生食用食肉の加工又は調理を行う

営業設備の構造 

２ 保健所長は、届出書を受理後、営業

施設、記録等を調査し、当該営業施設

が規格基準及び県条例別表第２に規定

する営業施設基準（以下「規格基準等」

という。）に適合していることを確認し

た場合には、届出者に対し、生食用食

肉取扱施設届出済証（第２号様式。以

下「届出済証」という。）を交付するも

のとする。 

３ 営業者は、届出済証の交付を受けた

営業施設において第１項各号に掲げる

事項に変更があったときは、同項各号

に掲げる事項を、届出書により、保健

所長にあらためて届け出なければなら

ない。 

４ 営業者は、届出済証の交付を受けた

営業施設において第１項各号に掲げる

事項に変更があった場合（生食用食肉

の加工又は調理を行わなくなった場合

を含む。）又は当該営業施設が規格基準

等に適合しなくなった場合には、保健

所長に速やかに届出済証を返納しなけ

ればならない。 

 

（認定生食用食肉取扱者講習会） 

第５条 第２条第３号に規定する本市が

開催する認定生食用食肉取扱者講習会

については、要領で定める。 



 

 

（読替規定） 

第７条  四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号 )第２４条の規定に

より、同規則第７条の規定を適用しな

いときは、この要綱の本則中「保健所

長」とあるのは「市長」と、様式中「四

日市市保健所長」とあるのは「四日市

市長」とする。 

 

（読替規定） 

第７条 四日市市保健所長に対する事務

の委任に関する規則（平成２０年四日

市市規則第３２号)第２１条の規定に

より、同規則第７条の規定を適用しな

いときは、この要綱の本則中「保健所

長」とあるのは「市長」と、様式中「四

日市市保健所長」とあるのは「四日市

市長」とする。 

 

第１号様式を次のように改める。 

http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000561.html
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000561.html
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000561.html?id=j7
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000603.html#e000000015#e000000015
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000603.html#l000000000#l000000000
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000561.html
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000561.html
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000561.html?id=j7
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000603.html#e000000015#e000000015
http://www.city.yokkaichi.mie.jp/reiki/reiki_honbun/i603RG00000603.html#l000000000#l000000000


 

第１号様式（第６条関係） 

生食用食肉取扱施設監視票 

 

営業施設の所在地及び名称                              

営業者の住所及び氏名                           

許可番号及び届出番号                              

業種（業態）                   （加工・調理・加工及び調理） 

 

１．生食用食肉の成分規格 

規格基準 判 定 

生食用食肉は、腸内細菌科菌群(Enterobacteriacese)が陰性

でなければならない。 

 

陰性確認に係る記録は、1 年間保存しなければならない。  

 

２．生食用食肉の加工基準 

規格基準 判 定 

加工は、他の設備と区分され、器具及び手指の洗浄及び消毒

に必要な専用の設備を備えた衛生的な場所で行わなければな

らない。 

 

肉塊が接触する設備は専用のものを用い、一つの肉塊の加工

ごとに洗浄及び消毒を行わなければならない。 

 

加工に使用する器具は、清潔で衛生的かつ洗浄及び消毒の容

易な不浸透性の材質であって、専用のものを用いなければな

らない。 

 

器具の使用に当たっては、一つの肉塊の加工ごとに（病原微

生物により汚染された場合は、その都度）、83℃以上の温湯

で洗浄及び消毒をしなければならない。 

 

加工は、生食用食肉取扱者が行わなければならない。ただし、

その者の監督の下に行われる場合は、この限りでない。 

 

加工は、肉塊が病原微生物により汚染されないよう衛生的に

行わなければならない。 

 



 

加工は、加熱殺菌をする場合を除き、肉塊の表面の温度が 10℃

を超えることのないようにして行わなければならない。 

 

加工に当たっては、刃を用いてその原形を保ったまま筋及び

繊維を短く切断する処理、調味料に浸潤させる処理、他の食

肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚

染が内部に拡大するおそれのある処理をしてはならない。 

 

加工に使用する肉塊は、凍結させていないものであって、衛

生的に枝肉から切り出されたものでなければならない。 

 

上記原料肉の処理を行った肉塊は、処理後速やかに、気密性

のある清潔で衛生的な容器包装に入れ、密封し、肉塊の表面

から深さ１㎝以上の部分までを 60℃で 2 分間以上加熱する方

法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌を

行った後、速やかに４℃以下に冷却しなければならない。 

 

上記の加熱殺菌に係る温度及び時間の記録は、1 年間保存しな

ければならない。 

 

 

３．生食用食肉の保存基準 

規格基準 判 定 

生食用食肉は，４℃以下で保存しなければならない。ただし，

生食用食肉を凍結させたものにあっては、これを－15℃以下

で保存しなければならない。 

 

生食用食肉は、清潔で衛生的な容器包装に入れ、保存しなけ

ればならない。 

 

 

４．生食用食肉の調理基準 

規格基準 判 定 

調理は、他の設備と区分され、器具及び手指の洗浄及び消毒

に必要な専用の設備を備えた衛生的な場所で行わなければな

らない。 

 

肉塊が接触する設備は専用のものを用い、一つの肉塊の調理

ごとに洗浄及び消毒を行わなければならない。 

 



 

調理に使用する器具は、清潔で衛生的かつ洗浄及び消毒の容

易な不浸透性の材質であって、専用のものを用いなければな

らない。 

 

器具の使用に当たっては、一つの肉塊の調理ごとに（病原微

生物により汚染された場合は、その都度）、83℃以上の温湯

で洗浄及び消毒をしなければならない。 

 

調理は、生食用食肉取扱者が行わなければならない。ただし、

その者の監督の下に行われる場合は、この限りでない。 

 

調理は、肉塊が病原微生物により汚染されないよう衛生的に

行わなければならない。 

 

調理は、肉塊の表面の温度が10℃を超えることのないように

して行わなければならない。 

 

調理に当たっては、刃を用いてその原形を保ったまま筋及び

繊維を短く切断する処理、調味料に浸潤させる処理、他の食

肉の断片を結着させ成形する処理その他病原微生物による汚

染が内部に拡大するおそれのある処理をしてはならない。 

 

調理に使用する肉塊は、加工基準(6)及び (7)を経たものでな

ければならない。 

 

調理を行った生食用食肉は、速やかに提供しなければならな

い。 

 

 

 

５．その他 

（１）生食用食肉の表示に係る基準 

内閣府令 判 定 

店舗（飲食店等）で（容器包装に入れずに）提供・販売する

場合は、次の事項を表示しなければならない。 

①一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨  

②子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉

の生食を控えるべき旨 

 

容器包装に入れて販売する場合は、次の事項を表示しなけれ
 



 

ばならない。 

①一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨  

②子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉

の生食を控えるべき旨 

③生食用である旨  

④とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名

（輸入品にあっては、原産国名）及びと畜場である旨を冠

した当該と畜場の名称  

⑤生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施

設の所在地の都道府県名（輸入品にあっては、原産国名）

及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称 

 

（２）生食用食肉の取扱指導要綱に定める基準 

指導要綱 判 定 

生食用食肉の加熱殺菌を行う営業施設にあっては、規格基準

に定める生食用食肉の加熱殺菌方法の妥当性確認検査を年１

回以上実施しなければならない。 

 

生食用食肉の調理のみを行う営業施設にあっては、仕入れた

生食用食肉が成分規格に適合していることを確認しなければ

ならない。 

 

 

（３）三重県食品衛生法施行条例に定める基準 

条例 判 定 

生食用食肉の加工又は調理をするための設備は、他の設備と

区分されていなければならない。 

 

器具及び手指の洗浄及び消毒をするための専用の設備を有し

ていなければならない。 

 

生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備

えなければならない。 

 

取り扱う生食用食肉が冷蔵保存を要する場合にあっては当該

生食用食肉が４℃以下と、冷凍保存を要する場合にあっては

 



 

当該生食用食肉が－15℃以下となるよう管理することができ

る機能を備える冷蔵又は冷凍設備を有していなければならな

い。 

生食用食肉を加工する施設にあっては、加工量に応じた加熱

殺菌をするための設備を有していなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 監視実施日：                    

 

 

食品衛生監視員名：                  

【指導事項】 



 

第２号様式及び第３号様式を削除する。 



 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の四日市市生食用食肉の取扱指導要綱（平成２４

年四日市市告示第３９６号。以下この項及び次項において「旧要綱」という。）第３

条第１項の規定により届出を行い、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成３０

年法律第４６号）第２条の規定による改正前の食品衛生法（以下この項及び次項に

おいて「旧法」という。）第５２条第１項の許可を受けて営業を行っている者につい

ては、旧法第５２条第３項の有効期間の満了する日までの間は、旧要綱による規定

は、なおその効力を有する。 

３ この要綱の施行の際現に旧法第５２条第１項の許可を受けて営業を行っている者

が、旧法第５２条第３項の有効期間の満了する日までに四日市市食品衛生法施行細

則（平成２０年規則第３７号）第１９条第１項の規定に基づく変更の届出又は第２

０条の規定に基づく廃止の届出を行う場合については、それぞれ旧要綱第３条の規

定の例により行うものとする。 

（健康福祉部衛生指導課） 

 


